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市第 197 号議案 

   横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基 

準に関する条例等の一部改正 

 横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関す

る条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成25年３月14日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基 

準に関する条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関

する条例の一部改正） 

第１条 横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準

に関する条例（平成24年12月横浜市条例第61号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第２項中「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」を「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」

に改める。 

 （横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の

基準に関する条例の一部改正） 

第２条 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営

等の基準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第64号）の一部

を次のように改正する。 
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第２条第３号中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め

る。 

第６条第１項中「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」を「障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

」に改める。 

第50条中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に改める

。 

（横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関

する条例の一部改正） 

第３条 横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準

に関する条例（平成24年12月横浜市条例第65号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第５条第１項第１号ア(イ)ａ(a)中「障害者自立支援法に基づく指

定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」を「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」

に改め、同項第２号中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

」に改める。 

第23条第３項第３号ア中「障害者自立支援法施行令」を「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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」に改める。 

 （横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条

例の一部改正） 

第４条 横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関す

る条例（平成24年12月横浜市条例第66号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第３号中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に

改める。 

第12条第１項第５号中「障害者自立支援法に基づく障害福祉サ

ービス事業の設備及び運営に関する基準」を「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業の設備及び運営に関する基準」に改める。 

（横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一

部改正） 

第５条 横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例

（平成24年12月横浜市条例第69号）の一部を次のように改正する

。 

  第９条第１項第１号中「障害者自立支援法施行規則」を「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規

則」に改める。 

第11条第１項第２号ア(イ)ａ(a)中「障害者自立支援法に基づく障

害者支援施設の設備及び運営に関する基準」を「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支

援施設の設備及び運営に関する基準」に改める。 
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   附  則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を

講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令及び地域社会における共生の実現に向けて新た

な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の制定に伴い、関係規定

の整備を図るため、横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運

営等の基準に関する条例等の一部を改正する必要があるので提案す

る。 
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 参  考  

   横 浜 市 指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 

準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

   附  則 

   （ 第 １ 項 省 略 ） 

 （ 経 過 措 置 ） 

  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 
２   
  障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 

 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 
 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 

 関 す る 基 準 
（ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 171 号 ） 附 則 第 ５ 条 第 １ 項 

 

の 旧 指 定 児 童 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 に 係 る 事 業 を 行 う 者 で あ っ て 、

障 が い 者 制 度 改 革 推 進 本 部 等 に お け る 検 討 を 踏 ま え て 障 害 保 健 福

祉 施 策 を 見 直 す ま で の 間 に お い て 障 害 者 等 の 地 域 生 活 を 支 援 す る

た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 平 成 22 年 法 律 第 71 号 。 以 下

「 整 備 法 」 と い う 。） 附 則 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 整 備 法 第 ５

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。） 第 21 条 の ５

の ３ 第 １ 項 の 指 定 を 受 け た も の と み な さ れ て い る も の に つ い て は

、 平 成 27 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 は 、 第 ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ２ 項 及

び 第 ６ 項 並 び に 第 73 条 第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ２ 項 及 び 第 ５ 項 の 規 定 は

適 用 せ ず 、 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 及 び イ 、 第 28 条 第 １ 項 か ら 第 ９

項 ま で 及 び 第 29 条 （ 第 78 条 に お い て こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 場 合

を 含 む 。） 並 び に 第 73 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 及 び イ の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 及 び イ 中 「 10 」 と あ る の は 「 15 」

と 、 第 28 条 第 １ 項 中 「 管 理 者 は 、 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 に 」 と

あ る の は 「 管 理 者 は 、」 と 、 「 担 当 さ せ る 」 と あ る の は 「 行 う 」
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と 、 同 条 第 ２ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 及 び 第 29 条 中 「 児 童 発 達 支 援 管 理

責 任 者 」 と あ る の は 「 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 の 管 理 者 」 と 、 第

73 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 及 び イ 中 「 10 」 と あ る の は 「 15 」 と す る 。 

  （ 第 ３ 項 省 略 ） 

 

   横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 

営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

 （ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 定 め る も の の ほ か 、

法 の 例 に よ る 。 

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

(3)  利 用 者 負 担 額  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 費 用 基 準 額 か ら 当 該

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 に つ き 支 給 さ れ た 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 

                 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 
等 給 付 費 の 額 を 控 除 し て 得 た 額 及 び 

障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 令 

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令 
（ 平 成 18 年 政 令 第 10  

 

号 。 以 下 「 令 」 と い う 。） 第 42 条 の ２ の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら

れ た 法 第 58 条 第 ３ 項 第 １ 号 の 指 定 療 養 介 護 医 療 （ 以 下 「 指 定 療

養 介 護 医 療 」 と い う 。） に つ き 健 康 保 険 の 療 養 に 要 す る 費 用 の

額 の 算 定 方 法 の 例 に よ り 算 定 し た 額 又 は 法 第 70 条 第 ２ 項 に お い

て 準 用 す る 法 第 58 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と

こ ろ に よ り 算 定 し た 額 か ら 当 該 指 定 療 養 介 護 医 療 に つ き 支 給 さ

れ た 療 養 介 護 医 療 費 の 額 を 控 除 し て 得 た 額 の 合 計 額 を い う 。 

  （ 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

（ 従 業 者 の 員 数 ） 
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第 ６ 条  指 定 居 宅 介 護 の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 指 定

居 宅 介 護 事 業 者 」 と い う 。） が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 こ の

章 に お い て 「 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 」 と い う 。） ご と に 置 く べ き 従 

                     障 害 者 の 日 常 生 活 及 
業 者 （ 指 定 居 宅 介 護 の 提 供 に 当 た る 者 と し て 
                    障 害 者 自 立 支 援 法 に 

 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 
基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 

 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 
（ 平 成 18 年 

す る 基 準 

厚 生 労 働 省 令 第 171 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。） の 規 定 に よ り 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 節 及 び 第 ４ 節 に お い て

同 じ 。） の 員 数 は 、 常 勤 換 算 方 法 で 2.5 以 上 と す る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

第 50 条  療 養 介 護 に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス （ 以 下 「 指 定 療 養 介

護 」 と い う 。） の 事 業 は 、 利 用 者 が 自 立 し た 日 常 生 活 又 は 社 会 生 

              障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 
活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 

障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 規 則 

 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 規 則 
（ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 19  

                 

号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 第 ２ 条 の ２ に 規 定 す る 者 に 対 し て 、

当 該 者 の 身 体 そ の 他 の 状 況 及 び そ の 置 か れ て い る 環 境 に 応 じ て 、

機 能 訓 練 、 療 養 上 の 管 理 、 看 護 、 医 学 的 管 理 の 下 に お け る 介 護 及

び 日 常 生 活 上 の 世 話 を 適 切 か つ 効 果 的 に 行 う も の で な け れ ば な ら

な い 。 

 

 横 浜 市 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 

準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

 （ 従 業 者 の 員 数 ） 

第 ５ 条  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 置 く べ き 従 業 者 及 び そ の 員 数 は 、
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次 の と お り と す る 。 

(1)  生 活 介 護 を 行 う 場 合 

ア  生 活 介 護 を 行 う 場 合 に 置 く べ き 従 業 者 及 び そ の 員 数 は 、 次

の と お り と す る 。 

（ (ア) 省 略 ） 

(イ)  看 護 職 員 （ 保 健 師 又 は 看 護 師 若 し く は 准 看 護 師 を い う 。

以 下 同 じ 。）、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士 及 び 生 活 支 援 員 

ａ  看 護 職 員 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士 及 び 生 活 支 援 員

の 総 数 は 、 生 活 介 護 の 単 位 ご と に 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 (a)

及 び (b) に 掲 げ る 数 を 合 計 し た 数 以 上 と す る 。 

                     障 害 者 の 
(a)  ⅰ か ら ⅲ ま で に 掲 げ る 平 均 障 害 程 度 区 分 （ 

障 害 者 自 

      日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 
立 支 援 法 に 基 づ く 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 

に 基 づ く 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 
及 び 運 営 に 関 す る 基 準 

に 関 す る 基 準 
（ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 172 号 。 以 下 

 

「 省 令 」 と い う 。） の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め

る と こ ろ に よ り 算 定 し た 障 害 程 度 区 分 の 平 均 値 を い う

。 以 下 同 じ 。） に 応 じ 、 そ れ ぞ れ ⅰ か ら ⅲ ま で に 定 め

る 数 

  （ ⅰ か ら ⅲ ま で 、 (b) 、 b か ら d ま で 、(ウ) 及 び イ か ら オ ま で 省

略 ） 

             障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 
(2)  自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） （ 

障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 規 則 

 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 規 則 
（ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 

 

19 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 第 ６ 条 の ６ 第 １ 号 に 規 定 す る 自

立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） を い う 。 以 下 同 じ 。） を 行 う 場 合 

   （ ア か ら カ ま で 、 第 ３ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項
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省 略 ） 

（ 利 用 者 負 担 額 等 の 受 領 ） 

第 23 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 前 ２ 項 の 支 払 を 受 け る 額 の ほ か 、 施

設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に お い て 提 供 さ れ る 便 宜 に 要 す る 費 用 の う ち

、 次 に 掲 げ る 費 用 の 支 払 を 支 給 決 定 障 害 者 か ら 受 け る こ と が で き

る 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

(3)  施 設 入 所 支 援 を 行 う 場 合  次 の ア か ら オ ま で に 掲 げ る 費 用 

ア  食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 及 び 光 熱 水 費 （ 法 第 34 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 が 利 用 者 に 支 給 さ れ た 場 合 

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め 
は 、 

障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 令 

 の 法 律 施 行 令 
（ 平 成 18 年 政 令 第 10 号 ） 第 21 条 第 １ 項 第 １ 号 に 

 

規 定 す る 食 費 等 の 基 準 費 用 額 （ 法 第 34 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 法 第 29 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

が 利 用 者 に 代 わ り 当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 支 払 わ れ た 場

合 は 、 同 号 に 規 定 す る 食 費 等 の 負 担 限 度 額 ） を 限 度 と す る 。

） 

（ イ か ら オ ま で 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ） 

 

   横 浜 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 

す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

 （ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 定 め る も の の ほ か 、
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法 の 例 に よ る 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

                          障 害 者 
(3)  多 機 能 型  生 活 介 護 の 事 業 、 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） （ 
                          障 害 者 

  の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 規 
自 立 支 援 法 施 行 規 則 

  則 
（ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 19 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 第 

 

６ 条 の ６ 第 １ 号 の 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） を い う 。 以 下 同 じ 。）

の 事 業 、 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） （ 同 条 第 ２ 号 の 自 立 訓 練 （ 生 活

訓 練 ） を い う 。 以 下 同 じ 。） の 事 業 、 就 労 移 行 支 援 の 事 業 、 就

労 継 続 支 援 Ａ 型 （ 規 則 第 ６ 条 の 10 第 １ 号 の 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を

い う 。 以 下 同 じ 。） の 事 業 及 び 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 （ 同 条 第 ２ 号

の 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 事 業 並 び に 児 童 発

達 支 援 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 ６ 条 の ２ 第 ２

項 の 児 童 発 達 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 事 業 、 医 療 型 児 童 発

達 支 援 （ 同 条 第 ３ 項 の 医 療 型 児 童 発 達 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。

） の 事 業 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス （ 同 条 第 ４ 項 の 放 課 後 等 デ イ

サ ー ビ ス を い う 。 以 下 同 じ 。） の 事 業 及 び 保 育 所 等 訪 問 支 援 （

同 条 第 ５ 項 の 保 育 所 等 訪 問 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 事 業 の

う ち ２ 以 上 の 事 業 を 一 体 的 に 行 う こ と （ 同 法 に 規 定 す る 事 業 の

み を 行 う 場 合 を 除 く 。） を い う 。 

（ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

第 12 条  療 養 介 護 事 業 者 が 療 養 介 護 事 業 所 に 置 く べ き 職 員 及 び そ の

員 数 は 、 次 の と お り と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

 (5)  サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 （ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 係 る サ ー ビ 

            障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 
ス 管 理 を 行 う 者 と し て 

障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 障 害 福 祉 サ ー 
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 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 
ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 

 び 運 営 に 関 す る 基 準 
（ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 174 号 。 以 下 「 

 

省 令 」 と い う 。） の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の を い

う 。 以 下 同 じ 。）  療 養 介 護 事 業 所 ご と に 、 ア 又 は イ に 掲 げ る

利 用 者 の 数 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ ア 又 は イ に 掲 げ る 数 

 （ ア 、 イ 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ７ 項 ま で 省 略 ） 

 

   横 浜 市 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 

例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

（ 規 模 ） 

第 ９ 条  障 害 者 支 援 施 設 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 障 害 者 支 援 施 設

が 提 供 す る 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 掲 げ る 人 員 を 利 用 さ せ る こ と が で き る 規 模 を 有 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。 

                  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 
(1)  生 活 介 護 、 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） （ 

障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 規 

  会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 規 則 
 （ 平 成 18 年 厚 生 

則 

労 働 省 令 第 19 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 第 ６ 条 の ６ 第 １ 号 に

規 定 す る 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） を い う 。 以 下 同 じ 。）、 自 立 訓

練 （ 生 活 訓 練 ） （ 同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ）

を い う 。 以 下 同 じ 。）、 就 労 移 行 支 援 及 び 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 （

規 則 第 ６ 条 の 10 第 ２ 号 に 規 定 す る 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 を い う 。 以

下 同 じ 。）  20 人 以 上 （ 入 所 を 目 的 と す る 他 の 社 会 福 祉 施 設 等

に 併 設 す る 障 害 者 支 援 施 設 （ 次 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 認 定 障 害 者

支 援 施 設 を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。） に あ っ て は 、 10 人 以 上
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） 

   （ 第 ２ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

第 11 条  障 害 者 支 援 施 設 に 置 く べ き 職 員 及 び そ の 員 数 は 、 次 の と お

り と す る 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

(2)  生 活 介 護 を 行 う 場 合 

ア  生 活 介 護 を 行 う 場 合 に 置 く べ き 職 員 及 び そ の 員 数 は 、 次 の

と お り と す る 。 

（ (ア) 省 略 ） 

(イ)  看 護 職 員 （ 保 健 師 又 は 看 護 師 若 し く は 准 看 護 師 を い う 。

以 下 同 じ 。）、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士 及 び 生 活 支 援 員 

ａ  看 護 職 員 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士 及 び 生 活 支 援 員

の 総 数 は 、 生 活 介 護 の 単 位 ご と に 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 (a)

及 び (b) に 掲 げ る 数 を 合 計 し た 数 以 上 と す る 。 

                     障 害 者 の 
(a)  ⅰ か ら ⅲ ま で に 掲 げ る 平 均 障 害 程 度 区 分 （ 

障 害 者 自 

      日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 
立 支 援 法 に 基 づ く 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 

に 基 づ く 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 
す る 基 準 

（ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 177 号 。 以 下 「 省 令 」 と い

う 。） の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ

り 算 出 し た 障 害 程 度 区 分 の 平 均 値 を い う 。 以 下 同 じ 。

） に 応 じ 、 そ れ ぞ れ ⅰ か ら ⅲ ま で に 定 め る 数 

   （ ⅰ か ら ⅲ ま で 、 (b) 、 b か ら d ま で 、(ウ) 、 イ か ら オ ま で 、 第

３ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 


